




 １　子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 ２　給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

９　雑所得（公的年金等）に関する事項　

円1,142,296

1,359,667 円

円

17　所得金額調整控除に関する事項

合 計 2,501,963 円

 国家公務員共済組合

特別障害者に
該当する場合

□　 該　当
別居の場合の
住 所

個人番号

氏名 続柄 生年月日 . .

3,599,999円以下

3,600,000円以上 6,599,999円以下

6,600,000円以上

 厚生労働省

支 払 者 の 名 称 収 入 金 額

 〇〇株式会社 480,000 円

6　給与の内訳　

勤 務 先 名 収 入 金 額

損 害 を 受 け た 資 産 の 種 類

□ 別居

同居 □ 別居

　別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「１3」に氏名、個人番号及び住所を
　記入してください。

合 計 480,000 円

差引損失額のうち災害関連支出の金額
5 給与・公的年金等に係る所得以外（令和３年４月１日において65歳

未満の方は給与所得以外）の市民税・道民税の納税方法

8,950

63

4,200

21

19

0

□ 給与から差引き（特別徴収）
医 療 費 控 除 □ 自分で納付（普通徴収）

㉕ 支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補填される金額

92,345                                 20,000

雑 損 控 除
損 害 金 額 保険金などで補填される金額

. .

147
㉔

損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

続 柄

合 計

480

※ 所得控除は所得税法の金額で記入してください。

000
個人番号

□ 別居

基 礎 控 除 ㉖

002 247医療費控除
区
分 ㉕

㉗ 2 119

4

氏 名 生年月日 . . □ 同居

続 柄

3

氏 名 生年月日

配偶者(特別)控除 ㉑㉒ 380

個人番号

別居

雑 損 控 除 ㉔
.

000
個人番号

㉓ 000扶 養 控 除

. .

. □ 同居 □

続 柄

⑲⑳ 270

630

勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除 000

2

氏 名 生年月日

続 柄

　　０ 000
個人番号

□生年月日 . .

地震保険料控除

□ 同居

⑯

（
控
除
対
象
外

）

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1

氏 名

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

生命保険料控除 ⑮

個人番号

寡婦、ひとり親控除

004 200

⑰⑱

続 柄 控除額
⑭

同居 □ 別居

4 小 規 模 企 業
共 済 等 掛 金 控 除

⑬

扶養控除
額の合計 63万円

000
3

氏 名 生年月日 .

続 柄 控除額

社会保険料控除
. □

057 700

401 963
□ 同居 □ 別居生年月日 . .

個人番号
合 計 ⑫

295

扶

養

控

除

総合譲渡・一時 ⑪

2

氏 名

子 控除額 ⑩× × × × × 続 柄
㉓

1

1

個人番号 × × × × × × ×

別居 そ の 他 ⑨氏 名 恵 庭　めぐみ 生年月日 10 .

× 配 偶 者 の
合計所得金額 業 務

11 . □

× × × × × ×
1 401 963配 偶 者 控 除

配偶者特別控除
同一生計配偶者 個人番号 × × × × ×

□ 同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く）

雑

公的年金等 ⑦

⑧

同居 □

000
㉑～㉒ 配偶者

氏 名
恵 庭　和 花

⑥

⑤
3 氏 名 障害の程度 □

□ 同特

生年月日 42 . 5 .

同特

給 与

障 害 者 控 除

所

得

金

額

配 当
特別 □ 普通 □

2 氏 名 障害の程度 □ 特別 □ 普通

③
2

利 子 ④

不 動 産
⑳

1 氏 名 恵 庭　恵 太 障害の程度 □ 特別 □

⑲ □ 勤労学生控除 （ 学校名 ）

寡 婦 控 除
ひと り 親控除
勤労学生控除

⑱ □ ひとり親控除

普通 □ 同特

)
営 業 等 ①

農 業 ②

事

業

⑰～⑲
⑰ □ 寡 婦 控 除 （ □ 死別

地震保険料控除

□ 生死不明 □ 離婚 □ 未帰還

⑯ 地 震 保 険 料 の 計 旧長期損害保険料の計

短 期 コ

介 護 医 療 保 険 料 の 計

総
合
譲
渡 長 期 サ

一 時 シ

95,000
カ

そ の 他 ケ

キ 2 501 963公的年金等

業 務

ウ

⑮

新 生 命 保 険 料 の 計

生 命 保 険 料

控 除

新個人年金保険料の計

50,000
旧個人年金保険料の計

旧 生 命 保 険 料 の 計

雑 ク

介 護 保 険 等 12,000
収

入

金

額

配 当

利 子 エ

オ

480 000
合　　　　　　　　計 295,000

給 与

ア

59,400

不 動 産
1国 民 年 金 等

事

業 農 業 イ

営 業 等

⑬

社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料

給与・年金差引き

国民健康保険・後期高齢者医療保険等 223,600
社 会 保 険 料

控 除

3　所得から差し引かれる金額に関する事項

 恵　庭　 恵　太 28 年 6 月 11 日氏 名 印

× × ×

恵庭　恵太 本人

  エ ニ ワ　  ケ イ タ 生  年  月  日 世帯主の氏名 続 柄

× × × × × ×

8,499,999円以下

現 住 所  恵庭市京町１番地 電話番号 ××××-××-××××
 同上 個人番号 × ×

3 市 民 税 ・ 道 民 税
（国民健康保険税）令和 年度  申告書

表

×
恵庭市長　殿

フ リガナ提 出 年 月 日

年 月 日

8,500,000円以上

1円以上 550,999円以下

551,000円以上 1,618,999円以下

1,619,000円以上 1,619,999円以下

1,620,000円以上 1,621,999円以下

1,622,000円以上 1,623,999円以下

1,624,000円以上 1,627,999円以下

1,628,000円以上 1,799,999円以下

1,800,000円以上

275,000円

685,000円

1,455,000円

1,955,000円

０円

85%

95%

100%

(ⓐ)ー550,000円

1,069,000円

1,070,000円

1,072,000円

1,074,000円

100%

75%1,300,000円から

1,299,999円まで

給与の収入金額(ⓐ) 給与所得金額

給 与 所 得 の 速 算 表

600,001円から 600,000円

(ⓐ)÷4
（千円未満
＿切り捨て）
算出金額：ⓑ

 （ⓑ)×2.4
　+100,000円

 （ⓑ)×2.8
　ー80,000円

 （ⓑ)×3.2
　ー440,000円

(ⓐ)×0.9－1,100,000円

(ⓐ)ー1,950,000円

4,100,000円から

7,700,000円から

10,000,000円以上

7,700,000円から 9,999,999円まで

65歳
未満

9,999,999円まで

7,699,999円まで

4,099,999円まで

95% 1,455,000円

公 的 年 金 等 に 係 る 雑 所 得 の 速 算 表
( ⓐ×ⓑーⓒ ＝ 所得金額 ）

4,100,000円から 7,699,999円まで

年齢 ⓐ公的年金等の収入金額 ⓑ割合 ⓒ控除額

85% 685,000円

10,000,000円以上 100% 1,955,000円

65歳
以上

1,100,001円から 3,299,999円まで 100% 1,100,000円

3,300,000円から 4,099,999円まで 75% 275,000円

自営業や不動産を持っている方は、収入金額から

必要経費を差し引いた額を記入してください。

給与や年金の支払いを受けている方は、下記の速

算表により算出した金額を記入してください。

※所得金額調整控除の対象となる方は、速算表に

よる算出金額から控除を差し引いた額

自営業の方や、不動産を持っている方は売上金額

や家賃収入を記入してください。

給与や年金の支払いを受けている方は、総支給額

を記入してください。（源泉徴収票の「支払金額」欄

に書かれている金額）

給与勤務先の内訳は申告書裏面の「6 給与の内

訳」欄に、年金支払者の内訳は同じく裏面の「９

雑所得（公的年金等）に関する事項」に記入してく

ださい。※右記参照

申告の際は「医療費控除の明細書」又は「セルフメディ

ケーション税制の明細書」を添付してください。

寡婦控除とは、いわゆる「ひとり親」に該当せず、配偶

者と離婚や死別をした場合に要件に当てはまる人が

対象です。

ひとり親控除とは、婚姻をしていない又は配偶者の生

死が明らかでない場合に要件に当てはまる人が対象

です。

（令和３年度より、寡夫控除の名称がひとり親控除に

変わりました。）

勤労学生控除とは、納税者自身が勤労学生である場合

に要件を満たす人が対象です。

要件の詳細は裏面をご覧ください。

保険会社が作成した控除証明書に記載されている控

除対象金額（支払金額）を記入してください。

計算式は裏面をご覧ください。

１月１日現在
住 所

明 ・ 大
昭・平・令

明 ・ 大

昭・平・令

□ 同 居

□ 別 居

明 ・ 大

昭・平・令

明 ・ 大

昭・平・令

明 ・ 大

昭・平・令

平 ・ 令

平 ・ 令

平 ・ 令

平 ・ 令

円

円

円

円

円

円

円

円 円

円

万 円

円 円
円

円
円

合 計
（⑦＋⑧＋⑨）

明 ・ 大

昭・平・令

申告書の書き方
（給与・年金所得者向け）

（１） 個人番号

平成２９年度より個人番号（マイナンバー）の記入が

必要となりました。

（１）

（2）

（2） 社会保険料控除

給与・年金から引かれているものは、「給与・年金差引

き」欄に合算して記入してください。

（※本人以外から差し引かれたものは含まない）

それ以外で、ご自身で納付書や口座振替にてお支払い

している国民健康保険や後期高齢者医療保険等は

「国民健康保険・後期高齢者医療保険等」欄に、国民年

金保険料等は「国民年金等」欄、介護保険料は「介護保

険等」欄にそれぞれ記入後、全ての合計を「合計」欄に

記入してください。

（3）

（3） 生命保険料控除・地震保険料控除

（4） 寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
（4）

（5）

（5） 障害者控除

本人もしくは扶養している方が障害者手帳等をお持ち

の場合に対象となる控除です。

詳細は裏面をご覧ください。

（6） 配偶者控除・配偶者特別控除

（6）

配偶者の方の氏名、生年月日、個人番号、合計所得金

額を記入し、同居か別居にチェックをいれてください。

控除額の詳細は裏面をご覧ください。

合計所得金額が４８万円以下で障害者控除の対象に

なる場合は、「障害者控除」欄にも記入してください。

（7）

（7） 扶養控除

扶養親族の氏名、生年月日、個人番号、続柄を記入し、

同居か別居にチェックをいれ、控除額を記入してくだ

さい。

別居の扶養親族がいる場合は、申告書裏面「13 別居

の扶養親族等に関する事項」にも記入してください。

控除額の詳細は裏面をご覧ください。

合計所得金額が４８万円以下で障害者控除の対象に

なる場合は、「障害者控除」欄にも記入してください。

（8） 医療費控除
（8）

（9）

（9） 収入金額

申告書裏面

（10） 所得金額

（10）

（11） 所得から差し引かれる金額

公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は
所得金額はゼロとなります。

公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は
所得金額はゼロとなります。

（11）

各控除の詳細については裏面をご覧ください。記入する際は所得税法の控除金額を記入してください。

市・道民税の計算の際には、市・道民税の控除額に置き換えて計算いたします。

申告書裏面（12）

（12） 所得金額調整控除
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

令和２年中の給与等の収入金額が８５０万円を超える給与所得者で、（１）のイ～ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合

に、（２）の控除額を給与所得から控除します。

（１）適用対象者

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢２３歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

該当する方がいる場合には、申告書裏面の「１７ 所得金額調整控除に関する事項」に記入してください。

（２）所得金額調整控除額

{給与等の収入金額（1,000万円超の場合は1,000万円）ー850万円}×１０％＝控除額（※１円未満の端数があるときは、切り上げ。）

令和２年中において、次の（１）に該当する者の総所得金額を計算する場合に、（２）の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。※

（１）適用対象者

令和２年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が１０万円を超える者

（２）所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額（10万円超の場合は１０万円）＋公的年金等に係る雑所得の金額（１０万円の場合は１０万円）}－１０万円＝

控除額（※上記１の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。）

上場株式等の申告不要制度利用の方は、「上場株

式の申告不要制度を利用」と朱書きしてください。



- -

※ 表の左側は所得税、右側（ ）内は住民税の控除額。その他は所得税控除・住民税控除同額。

一般の控除対象扶養親族

特定扶養親族 （19～22歳）

老人扶養親族 （７０歳以上）

年少扶養親族 （16歳未満）

48万円 (38万円）

32万円 (26万円）

16万円 (13万円） 2万円

 130万円超
 133万円以下

3万円

2万円

1万円

③②

38万円 (33万円）

 115万円超
 120万円以下

16万円

11万円

6万円

 120万円超
 125万円以下

11万円

8万円

4万円

26万円 (22万円）

13万円 (11万円）

38万円 (33万円）

26万円 (22万円）

13万円 (11万円） 11万円

 ① ４８万円以下かつ年齢７０歳以上（Ｓ26.1.1以前生）

 ② 48万円以下かつ年齢７０歳未満

 ③ 48万円超９５万円以下

 ④ 95万円超133万円以下

 125万円超
 130万円以下

6万円

4万円

①

配 偶 者 控 除

Ａ

Ｂ

 110万円超
 115万円以下

21万円

14万円

 100万円超
 105万円以下

31万円

21万円

 105万円超
 110万円以下

26万円

18万円

9万円 7万円

58万円 （45万円）

48万円 （38万円）

63万円 （45万円）

38万円

 （Ａ） ９００万円以下（給与収入の場合1,095万円以下）

 （Ｂ） ９００万円超950万円以下（給与収入の場合1,095万円超1,145万円以下）

 （Ｃ） ９50万円超1,000万円以下（給与収入の場合1,145万円超1,195万円以下）

同居

別居
Ｓ26.1.1以前

区　　分 対象生年月日 控 除 額

Ｃ

（33万円）

本
人
が
男
性

配偶関係 死　別 離　別 未婚のひとり親

本人合計所得

未婚のひとり親

～500万 500万～

-

-

-

-

～500万 500万～ ～500万 500万～ ～500万 500万～

扶
養
親
族

あ
り

子
35万

-
35万

-
35万

-
（30万） （30万） （30万）

子
以外

- - - -

なし - - - -

離　別

～500万 500万～

35万
-

（30万）

27万
-

（26万）

なし

本
人
が
女
性 -

27万

-

Ⅰ 新契約（平成２４年１月１日以降に契約した生命保険、個人年金保険、介護医療保険）

所　得　税

年間の支払保険料等 控 除 額

本人合計所得

配偶関係

子
以外

子

あ
り

（26万）

扶
養
親
族

～500万 500万～

死　別

35万

（30万）
-

35万
-

（30万）

-

- -

-

27万

（26万）
--

 支払保険料等×1/4＋20,000円

 80,000円超  40,000円（上限）

 12,000円超32,000円以下  支払保険料等×1/2＋6,000円

 32,000円超56,000円以下  支払保険料等×1/4＋14,000円

 56,000円超  28,000円（上限）

 40,000円超80,000円以下

 20,000円以下  支払保険料の金額

市 ・ 道 民 税

控 除 額

 12,000円以下  支払保険料の金額

 20,000円超40,000円以下  支払保険料等×1/2＋10,000円

年間の支払保険料等

Ⅱ 旧契約（平成２３年１２月３１日以前に契約した生命保険、個人年金保険）

所　得　税 市 ・ 道 民 税

年間の支払保険料等 控 除 額 年間の支払保険料等 控 除 額

 100,000円超  50,000円（上限）  70,000円超  35,000円（上限）

 25,000円以下  支払保険料の金額  15,000円以下  支払保険料の金額

 25,000円超50,000円以下  支払保険料等×1/2＋12,500円  15,000円超40,000円以下  支払保険料等×1/2＋7,500円

 50,000円超100,000円以下  支払保険料等×1/4＋25,000円  40,000円超70,000円以下  支払保険料等×1/4＋17,500円

円 計（①＋②） ③ 円 Ａの金額を上記計算式Ⅰ（新保険料等用）に当てはめて計算した金額 ① 新保険料等の金額の合計額 Ａ 円

円 ㋑ 円 旧保険料等の金額の合計額 Ｂ 円  Ｂの金額を上記計算式Ⅱ（旧保険料等用）に当てはめて計算した金額 ②

 新保険料等の金額の合計額 Ｄ 円  Ｄの金額を上記計算式Ⅰ（新保険料等用）に当てはめて計算した金額 ④

㋺ 円 保険料等の金額の合計額 Ｃ 円

円  Ｅの金額を上記計算式Ⅱ（旧保険料等用）に当てはめて計算した金額 ⑤

円 計（④＋⑤） ⑥ 円

 支払保険料の金額

 支払保険料の金額

 支払保険料×1/2＋5,000円

 一律15,000円

15,000円 10,00１円以上20,000円以下

 20,001円以上

 １円以上 50,000円

 10,000円以下

27万円

市 ・ 道 民 税 控 除 額

26万円

所 得 税 控 除 額

合計（最高50,000円まで） 合計（最高25,000円まで）

※ 旧長期損害保険料～平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険契約等（地震保険料控除証明書をご確認ください。）

旧長期
損害保険料

合わせて

 １円以上  支払保険料×1/2 25,000円

 5,000円以下  支払保険料の金額

10,000円 5,00１円以上15,000円以下  支払保険料×1/2＋2,500円

 15,001円以上  一律10,000円

区分

地震保険料

市 ・ 道 民 税 控 除 額

※ 表の上段は所得税、下段（ ）内は住民税の控除額。

※ １６歳未満の年少扶養親族も控除対象。

（30万）

27万 40万

（26万） （30万）

75万

（53万）

-
27万 40万

（26万）

計 算 式 限 度 額

所 得 税 控 除 額

一般の生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料

円

計 算 式支払金額 限 度 額

生命保険料控除（㋑＋㋺＋㋩）

円 ㋩ 円 旧保険料等の金額の合計額 Ｅ

※ 表の左側は所得税、右側（ ）内は住民税の控除額。その他は所得税控除・住民税控除同額。

※ 死別・離別・未婚とも、住民票で事実婚であると明記されている場合を除く。寡婦控除については、配偶者の生死が明らかでない（生死不明・未帰還）人も対象。

０円 （０円）

 2,400万円以下

 2,400万円超2,450万円以下

 2,450万円超2500万円以下

 2500万円超

令和２年中の合計所得金額 控 除 額

16万円 （15万円）

※ 死亡している場合は死亡日までの現況となる。

※ 表の左側は所得税、右側（ ）内は住民税の控除額。

申告者の令和２年中の合計所得金額 配偶者の令和２年中の合計所得金額

※ 表の上段は所得税、下段（ ）内は住民税の控除額。

Ｈ10.1.2～Ｈ14.1.1

Ｓ26.1.2～Ｈ17.1.1

Ｈ17.1.2～Ｒ2.12.31

48万円 （43万円）

32万円 （29万円）

恵庭市役所 総務部 財務室 税務課 市民税担当
０１２３（３３）３１３１　内線１４１４・１４１５

控除額表

判定表

36万円 (33万円）

 95万円超
 100万円以下

24万円 (22万円）

12万円 (11万円）

④

配 偶 者 特 別 控 除

区分

本人

扶養
１人につき

※ 特別障害者は身体障害１・２級、療育Ａ、精神障害１級、介護認定４・５が該当。

普通障害者 特別障害者 同居特別障害者

支払金額

所得控除 （所得から差し引かれる金額） について

社会保険料控除 令和２年中に支払った社会保険料の合計金額。所得税と市・道民税の控除額は同じです。

生命保険料控除

� 下記の表を使って計算すると便利です。

（最高40,000円） （最高40,000円）

（最高50,000円） ②と③のいずれか

大きい金額

Ｃの金額を上記計算式Ⅰ（新保険料等用）に

当てはめて計算した金額

（最高40,000円）

（最高40,000円）

（最高50,000円） ⑤と⑥のいずれか

大きい金額

（最高40,000円）

地震保険料控除

勤労学生控除

合計所得金額が７５万円以下、勤労に基づく所得以外の

所得が１０万円以下である方が対象です。

寡婦控除、ひとり親控除

寡婦控除 ひとり親控除

令和３年度（令和２年分）から、「ひとり親控除」が加わりました。

また、これまでの「寡夫控除」が「ひとり親控除」に変わりました。

障害者控除

配偶者控除・配偶者特別控除

申告者の令和２年中の合計所得金額が１,０００万円超の場合、配偶者控除及び配偶者特別控除の対象とはなりません。

しかし同一生計配偶者となり、住民税を計算する上では扶養扱いになります。同一生計配偶者に該当する場合は、申告書表面「同一生計配偶者」欄に✓を記入してください。

� 下記の判定表で、申告者の合計所得金額（Ａ）～（Ｃ）、配偶者の合計所得金額①～④、どこに該当するか確認の上、控除額表に当てはめて確認してください。

扶養控除

納税者本人の合計所得に応じてそれぞれ次のとおりです。基礎控除

扶養親族の合計所得金額が４８万円以下である場合に適用。


